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自
由
民
主
党
の
人
権
問
題
等
調
査
会

（
太
田
誠
一
・
会
長
）
で
は
、
昨
年
�2
月

に
つ
づ
い
て
、
２
月
�3
日
に
２
回
目
の
会

合
が
開
か
れ
た
。

　

今
回
は
、
鳩
山
邦
夫
・
法
務
大
臣
が
出

席
し
、
太
田
誠
一
・
会
長
（
衆
議
院
議
員
）

の
開
会
の
あ
い
さ
つ
に
つ
づ
い
て
、「
刺

が
あ
る
な
ら
、
話
し
合
い
で
ど
ん
ど
ん
抜

い
て
い
た
だ
い
て
、
い
い
も
の
を
つ
く
っ

て
い
た
だ
き
た
い
」
と
個
人
的
な
見
解
を

述
べ
ら
れ
た
。

　

塩
崎
恭
久
・
会
長
代
理
（
衆
議
院
議
員
）

の
司
会
で
進
め
ら
れ
、
法
務
省
の
富
田
善

人
権
擁
護
法
案
の
国
会
へ
の

提
出
に
向
け
て
党
内
論
議
に
拍
車

範
・
人
権
擁
護
局
長
か
ら
こ
れ
ま
で
の
経

緯
が
説
明
さ
れ
、
�2
名
か
ら
意
見
が
出
さ

れ
た
。

　

次
回
へ
の
宿
題
と
し
て
、
①
現
行
法
で

何
が
解
決
で
き
何
が
解
決
で
き
な
い
の

か
。
②
３
条
委
員
会
の
必
要
性
。
③
パ
リ

原
則
の
内
容
。
④
メ
デ
ィ
ア
条
項
の
是
非
。

⑤
法
律
で
何
を
達
成
し
た
い
の
か
。
の
５

項
目
が
法
務
省
に
出
さ
れ
た
。

　

２
月
29
日
に
３
回
目
の
会
合
が
開
か

れ
、
今
回
は
鶴
保
庸
介
・
事
務
局
長
（
参

議
院
議
員
）
の
司
会
で
進
め
ら
れ
、
前
回

の
宿
題
に
な
っ
て
い
る
問
題
に
つ
い
て
、

法
務
省
と
総
務
省
か
ら
説
明
が
あ
り
、
�6

名
か
ら
意
見
が
出
さ
れ
た
が
、
大
半
が
慎

重
派
の
意
見
で
あ
り
、
推
進
派
の
意
見
は

僅
か
で
あ
っ
た
。

　

言
論
・
表
現
の
自
由
を
脅
か
す
と
の
危

惧
や
同
和
団
体
へ
の
ア
レ
ル
ギ
ー
な
ど
が

相
ま
っ
て
、
法
律
の
必
要
性
に
疑
問
を
持

つ
意
見
が
多
か
っ
た
。
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第
23
回
全
国
大
会

 
 

日　

時 

５
月
20
日
（
火
）　

午
後
２
時
～

 
 

場　

所 

自
民
党
本
部
８
Ｆ
大
ホ
ー
ル

第２回自民党・人権問題等調査会

第３回自民党・人権問題等調査会
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中
央
本
部
理
事
会

　

中
央
本
部
（
会
長 

上
田
卓
雄
）
で
は
、

１
月
25
日
午
前
��
時
30
分
か
ら
は
新
年
の

執
行
部
会
を
、
午
後
１
時
か
ら
は
理
事
会

を
開
催
し
た
。

　

理
事
会
の
開
会
の
あ
い
さ
つ
で
上
田
卓

雄
会
長
は
、「
自
民
党
内
で
人
権
擁
護
法

案
の
論
議
が
や
っ
と
始
ま
っ
た
。
今
国
会

が
ラ
ス
ト
チ
ャ
ン
ス
だ
と
の
認
識
を
持

ち
、
全
力
で
成
立
に
向
け
た
活
動
を
展
開

し
た
い
」
と
年
頭
の
抱
負
を
述
べ
た
。

　

川
上
高
幸
副
会
長
が
議
長
を
務
め
、
人

権
擁
護
法
案
の
動
向
を
、
１
月
23
日
に
行

わ
れ
た
参
議
院
本
会
議
で
自
民
党
を
代
表

し
て
鶴
保
庸
介
・
参
議
院
議
員
が
質
問
し

た
内
容
と
福
田
康
夫
・
総
理
の
答
弁
、
人

権
問
題
等
調
査
会
で
の
論
議
の
内
容
な
ど

を
紹
介
し
な
が
ら
、
平
河
秀
樹
・
事
務
局

長
が
説
明
し
た
。

　

議　
　

案

１
．
第
23
回
全
国
大
会
の
開
催
に
つ
い
て

　

開
催
日
時
を
５
月
20
日
（
火
）
午
後
２

時
か
ら
４
時
ま
で
と
し
、
開
催
場
所
に
つ

い
て
は
自
民
党
本
部
の
８
Ｆ
大
ホ
ー
ル

で
、
参
加
人
員
に
つ
い
て
は
６
５
０
名
規

模
に
し
た
い
。

　

な
お
、
人
権
擁
護
法
案
の
国
会
上
程
が

で
き
な
い
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、
会
則

に
従
い
、
理
事
会
を
以
っ
て
大
会
に
替
え

た
い
、
と
平
河
秀
樹
事
務
局
長
が
提
案
し

た
。

　

そ
の
結
果
、
全
会
一
致
で
提
案
を
了
承

し
た
。

　

そ
の
他
の
項
で
は
、
人
権
擁
護
法
案
の

修
正
内
容
、
法
案
賛
成
議
員
や
慎
重
派
議

員
の
発
言
の
分
析
な
ど
を
お
こ
な
っ
た
。

　

閉
会
の
あ
い
さ
つ
を
、
橋
本
敏
春
副
会

長
が
行
い
終
了
し
た
。

組
織
委
員
会

　

組
織
委
員
会
（
委
員
長 

藤
本
周
一
）

で
は
、
広
島
県
同
和
会
か
ら
加
入
申
請
が

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
理
事
会
終
了
後
に
委

員
会
を
開
催
し
、
現
地
実
態
調
査
班
の
編

成
を
行
っ
た
。

　

調
査
班　

藤
本
周
一
、
重　

博
文
、
田

中
大
直
、
木
村　

仁

　

オ
ブ
ザ
ー
バ
ー　

川
上
高
幸
、
平
河
秀

樹
、
山
口
勝
広

都
府
県
本
部
関
係

　

岡
山
県
本
部
（
会
長 

新
井　

信
）
で
は
、

平
成
�9
年
度
大
会
を
�2
月
８
日
午
後
２
時

30
分
か
ら
岡
山
市
内
の
「
岡
山
市
民
会
館
」

に
お
い
て
開
催
し
た
。

　

大
会
に
、
逢
沢
一
郎
・
衆
議
院
議
員
と

萩
原
誠
司
・
衆
議
院
議
員
が
駆
け
つ
け
た
。

　

九
州
ブ
ロ
ッ
ク
（
会
長 

上
田
卓
雄
）

で
は
、
�2
月
�2
日
午
後
２
時
30
分
か
ら
、

熊
本
県
菊
池
市
の
「
菊
池
観
光
ホ
テ
ル
」

に
、
福
岡
、
熊
本
、
宮
崎
、
長
崎
、
佐
賀
、

大
分
の
各
県
本
部
か
ら
１
０
０
名
余
り
の

参
加
者
を
集
め
、
平
成
�9
年
度
青
年
部
・

女
性
部
合
同
研
修
会
を
開
催
し
た
。

　

研
修
会
で
は
、「
今
後
の
運
動
の
在
り
方

に
つ
い
て
」
と
の
テ
ー
マ
で
、
人
権
擁
護
法

案
の
動
向
と
人
権
擁
護
法
案
と
言
論
・
表

現
の
自
由
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
平
河
秀

樹
中
央
本
部
事
務
局
長
が
基
調
講
演
を
行

い
、参
加
者
と
の
質
疑
応
答
を
行
っ
た
。

　

基
調
講
演
の
中
で
平
河
秀
樹
中
央
本
部

事
務
局
長
は
、
言
論
・
表
現
の
自
由
は
人
権

の
中
で
も
最
大
限
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
で
、
差
別
す
る
自
由
は
認
め

ら
れ
な
い
が
、
規
制
す
る
こ
と
は
基
本
的

人
権
の
侵
害
に
な
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

で
も
同
様
で
、
規
制
す
る
場
合
に
は
最
小

限
で
行
う
べ
き
で
、
極
め
て
悪
質
な
も
の

に
限
っ
て
取
り
締
ま
れ
ば
よ
い
と
し
た
。

　

ま
た
、
誹
謗
・
中
傷
と
批
判
と
は
、
キ

チ
ン
と
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し

た
。

全
国
大
会
ま
で
の
予
定

組
織
委
員
会

　

日　

時

　
　

３
月
�4
日　

午
後
１
時
～
３
時

　

場　

所

　
　

大
阪
ガ
ー
デ
ン
パ
ス

総
務
委
員
会

　

日　

時

　
　

３
月
2�
日　

午
後
１
時
～
３
時

　

場　

所

　
　

大
阪
ガ
ー
デ
ン
パ
レ
ス

執
行
部
会

　

日　

時

　
　

４
月
��
日　

午
前
��
時
30
分
～

　

場　

所

　
　

大
阪
ガ
ー
デ
ン
パ
レ
ス

理
事
会

　

日　

時

　
　

４
月
��
日　

午
後
１
時
～
３
時

　

場　

所

　
　

大
阪
ガ
ー
デ
ン
パ
レ
ス

女
性
部
理
事
会

　

日　

時

　
　

４
月
25
日　

午
後
１
時
～
３
時

　

場　

所

　
　

大
阪
ガ
ー
デ
ン
パ
レ
ス

青
年
部
理
事
会

　

日　

時

　
　

４
月
25
日　

午
後
３
時
～
５
時

　

場　

所

　
　

大
阪
ガ
ー
デ
ン
パ
レ
ス

全国大会の日程を協議する理事会
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参
議
院
本
会
議
で
の

代
表
質
問

（
平
成
20
年
１
月
�8
日
開
会

第
１
６
９
回
国
会
）

　

参
議
院
で
は
、
１
月
23
日
に
本
会
議
を

開
催
し
、
各
党
の
代
表
質
問
を
行
っ
た
。

　

自
民
党
は
、
鶴
保
庸
介
・
議
員
が
代
表

質
問
を
行
っ
た
。

そ
の
代
表
質
問
の
中
に
人
権
擁
護
行
政

関
す
る
箇
所
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
の
部

分
と
福
田
康
夫
・
総
理
の
答
弁
を
抜
粋
し

て
掲
載
し
ま
す
。

鶴
保
庸
介
・
参
議
院
議
員の

質
問

　

福
田
総
理
に
お
伺
い
し
ま
す
。

　

我
々
地
球
上
の
す
べ
て
の
人
間
は
、
自

由
が
保
障
さ
れ
、
人
権
が
尊
重
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り

ま
せ
ん
。

　

人
権
は
、
人
類
が
不
断
の
闘
い
の
中
で

獲
得
し
た
も
の
で
は
あ
り
ま
す
が
、
い
ま

だ
内
戦
状
態
に
あ
る
国
々
や
独
裁
者
に
支

配
さ
れ
る
国
々
に
あ
っ
て
は
、
人
権
が

じ
ゅ
う
り
ん
さ
れ
、
自
由
が
制
限
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
世
界
の
現
状
に
目
を
向
け
、

グ
ロ
ー
バ
ル
な
観
点
か
ら
人
権
確
保
の
対

応
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
国
際
社
会
全
体
で

人
権
問
題
に
取
り
組
む
た
め
に
、
国
際
連

合
で
は
１
９
４
８
年
に
世
界
人
権
宣
言
を

行
い
ま
し
た
。

　

今
年
は
こ
の
世
界
人
権
宣
言
の
60
周
年

に
当
た
り
、
世
界
各
国
で
啓
蒙
の
た
め
の

イ
ベ
ン
ト
が
企
画
さ
れ
る
と
聞
い
て
い
ま

す
。

　

我
が
国
に
あ
っ
て
は
、
幸
い
に
も
物
質

的
、
精
神
的
に
豊
か
に
な
り
、
か
つ
て
の

よ
う
に
人
権
圧
迫
が
著
し
い
状
態
は
改
善

さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

た
だ
、
今
で
も
弱
い
立
場
の
者
を
対
象

に
し
た
い
じ
め
や
虐
待
、
嫌
が
ら
せ
な
ど

が
横
行
し
て
い
る
現
状
が
見
ら
れ
、
ま
た
、

地
域
社
会
の
中
で
わ
が
ま
ま
な
言
動
を
行

う
人
も
多
く
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

　

ま
た
、
地
域
格
差
の
拡
大
が
今
後
ど
の

よ
う
な
形
で
差
別
問
題
に
発
展
し
て
い
く

か
予
断
を
許
し
ま
せ
ん
。

　

人
権
問
題
が
す
べ
て
解
決
す
る
こ
と
は

難
し
い
と
は
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
軽
減
、

根
絶
し
て
い
く
努
力
を
全
国
民
、
政
府
を

挙
げ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は

言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

特
定
の
団
体
や
組
織
、
グ
ル
ー
プ
の
た

め
に
運
動
を
展
開
す
る
の
で
は
な
い
、
全

国
民
を
挙
げ
て
人
権
を
守
る
国
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
内
外
に
示
す
こ
と
こ
そ
重
要

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
こ
で
、
総
理
に
は
、
我
が
国
に
お
け

る
人
権
問
題
の
現
状
に
つ
い
て
ど
の
よ
う

な
認
識
を
お
持
ち
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
し
て
、
人
権
擁
護
の
法
的
体
制
に
つ

い
て
は
人
権
擁
護
委
員
法
が
あ
り
ま
す

が
、
更
に
総
合
的
に
人
権
擁
護
を
推
進
す

る
た
め
の
法
的
な
整
備
の
必
要
性
に
つ
い

て
ど
の
よ
う
に
お
考
え
な
の
か
、
率
直
な

お
考
え
を
お
聞
き
し
ま
す
。

福
田
康
夫
・
総
理
の
答
弁

　

次
に
、
人
権
問
題
の
現
状
と
人
権
擁
護

を
推
進
す
る
た
め
の
法
的
な
整
備
の
必
要

性
に
つ
い
て
の
お
尋
ね
が
ご
ざ
い
ま
し

た
。

　

我
が
国
に
お
い
て
は
、
子
ど
も
や
老
人

な
ど
に
対
す
る
虐
待
や
女
性
に
対
す
る
暴

力
、
学
校
や
職
場
に
お
け
る
い
じ
め
、
障

が
い
等
を
理
由
と
す
る
差
別
、
偏
見
な
ど
、

依
然
と
し
て
数
々
の
人
権
問
題
が
存
在
す

る
と
言
わ
ざ
る
を
得
ず
、
人
権
の
擁
護
は

重
要
な
課
題
で
あ
る
と
認
識
し
て
お
り
ま

す
。

　

ご
指
摘
の
人
権
擁
護
を
推
進
す
る
た
め

の
法
整
備
に
つ
い
て
は
、
人
権
擁
護
推
進

審
議
会
の
答
申
や
人
権
擁
護
施
策
推
進
法

の
附
帯
決
議
な
ど
を
受
け
て
与
党
内
に
お

い
て
も
様
々
な
ご
議
論
が
な
さ
れ
て
お
り

ま
す
が
、
政
府
と
し
て
は
、
こ
う
し
た
議

論
を
踏
ま
え
つ
つ
、
引
き
続
き
真
摯
な
検

討
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

衆
・
法
務
委
員
会

　

今
国
会
（
第
１
６
９
回
国
会
）
で
第
１

回
目
の
衆
議
院
法
務
委
員
会
が
２
月
22
日

に
開
催
さ
れ
、
鳩
山
邦
夫
・
法
務
大
臣
が

所
信
を
表
明
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
人
権
擁

護
関
係
に
つ
い
て
、
抜
粋
し
て
掲
載
し
ま

す
。

　

第
５
は
、
人
権
擁
護
行
政
の
推
進
に
つ

い
て
で
す
。

　

一
人
一
人
が
た
っ
と
ば
れ
る
豊
か
な
社

会
を
実
現
す
る
た
め
、
人
権
の
擁
護
は
極

め
て
重
要
な
政
策
課
題
で
あ
り
ま
す
。
人

権
啓
発
に
関
す
る
施
策
の
推
進
に
引
き
続

き
努
め
、
人
権
侵
害
の
防
止
を
図
る
と
と

も
に
、
現
実
に
発
生
す
る
人
権
侵
害
に
よ

る
被
害
者
の
救
済
を
図
る
た
め
、
人
権
侵

犯
事
件
の
調
査
・
救
済
活
動
の
充
実
強
化

に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　

ま
た
、
人
権
侵
害
に
よ
る
被
害
者
の
実

効
的
救
済
を
図
る
こ
と
な
ど
を
目
的
と
す

る
人
権
擁
護
法
案
に
つ
い
て
は
、
人
権
擁

護
推
進
審
議
会
の
答
申
を
踏
ま
え
た
も
の

で
あ
り
、
同
答
申
を
最
大
限
に
尊
重
す
べ

き
と
し
た
人
権
擁
護
施
策
推
進
法
の
附
帯

決
議
の
趣
旨
に
照
ら
し
、
か
か
る
目
的
を

実
現
す
べ
き
法
案
の
国
会
へ
の
提
出
を
目

指
す
べ
き
も
の
と
考
え
て
お
り
ま
す
が
、

与
党
内
に
お
い
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
ご
議
論

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
与
党
を
初
め
と
す
る

各
般
の
ご
意
見
を
承
り
な
が
ら
、
引
き
続

き
、
真
摯
に
検
討
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。
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１月 18 日　朝日新聞
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２月４日　毎日新聞
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２月 13 日　産業経済新聞
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２月 16 日　朝日新聞

２月 14 日　日本経済新聞

２
月
14
日　

朝
日
新
聞

２
月
14
日　

読
売
新
聞
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１月 31 日　朝日新聞

２月 14 日　毎日新聞

２月 14 日　産業経済新聞

３月１日　産業経済新聞


